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（
訴
訟
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
不
服
申
立
て
に
対
す
る
行
政
庁
の
裁
決
、
決
定
そ
の
他
の

行
為
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
訴
え
を
提
起
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
事
項
で
あ
っ
て
、
当
該
不
服
申
立
て
を
提
起
し

な
い
で
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
れ
を
提
起
す
べ
き
期
間
を
経
過
し
た
も
の
（
当
該
不
服
申
立
て
が
他
の
不
服
申
立

て
に
対
す
る
行
政
庁
の
裁
決
、
決
定
そ
の
他
の
行
為
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
で
き
な
い
と
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
他
の
不
服
申
立
て
を
提
起
し
な
い
で
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
れ
を
提
起
す
べ
き
期
間
を
経
過
し
た
も

の
を
含
む
。）の
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
律
の
規
定
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。）に
よ
り
異
議
申
立
て
が
提
起
さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
の
取
消
し
の
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

不
服
申
立
て
に
対
す
る
行
政
庁
の
裁
決
、
決
定
そ
の
他
の
行
為
の
取
消
し
の
訴
え
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
の
施
行

前
に
提
起
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
衛
隊
法
の
一
部
改
正
）

第
三
百
三
十
八
条

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
九
条
の
見
出
し
を「（
審
査
請
求
の
処
理
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
又
は
異
議
申
立
て
」
を
削
り
、「
行

政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
二
章
第
一
節
か
ら
第
三
節
ま
で
の
規
定
を
」
を
「
行
政
不

服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
章
の
規
定
は
、」に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
異
議
申
立

て
」
を
削
り
、「
六
十
日
」
を
「
三
月
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
異
議
申
立
て
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中

「
又
は
異
議
申
立
て
」
及
び
「
又
は
決
定
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
審
査
請
求
又
は
異
議
申
立
て
」
を
「
第
一

項
に
規
定
す
る
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
」
を「
審
査
請
求
」

に
改
め
る
。

第
五
十
条
の
二
の
見
出
し
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
異
議
申
立
て
」
及
び

「
又
は
決
定
」
を
削
る
。

第
六
十
五
条
の
三
第
四
項
中
「
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
五

項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
決
定
」
を
「
裁
決
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
の
四
第
七
項
中
「
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
八

項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
決
定
」
を
「
裁
決
」
に
改
め
る
。

第
百
三
条
第
十
八
項
中
「
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

第
百
五
条
第
七
項
中
「
三
十
日
」
を
「
三
月
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
前
項
」
を
「
第
六
項
又
は
前
項
」
に

改
め
る
。

（
連
合
国
占
領
軍
等
の
行
為
等
に
よ
る
被
害
者
等
に
対
す
る
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
百
三
十
九
条

連
合
国
占
領
軍
等
の
行
為
等
に
よ
る
被
害
者
等
に
対
す
る
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
六
年
法
律
第
二
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

第
三
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
章

審
査
請
求

第
十
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
見
出
し
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
中
「
処
分
」
の
下
に
「
又
は
そ
の
不

作
為
」
を
加
え
、「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、「
決
定
又
は
」
を
削
る
。

（
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
百
四
十
条

防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
三
十
日
」
を
「
三
月
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
第
三
項
又
は
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
百
四
十
一
条

武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

律
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
一
条
の
見
出
し
を「（
審
査
請
求
の
制
限
）」に
改
め
、
同
条
中
「
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律

第
百
六
十
号
）
に
よ
る
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

（
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
百
四
十
二
条

武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
章

審
査
請
求
」
を
「
第
四
章

資
格
認
定
審
査
請
求
及
び
懲
戒
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
中
「
審
査
請
求
を
」
を
「
審
査
の
請
求
を
」
に
改
め
る
。

第
四
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
章

資
格
認
定
審
査
請
求
及
び
懲
戒
審
査
請
求

第
百
八
十
条
の
見
出
し
を「（
行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
の
制
限
）」に
改
め
、
同
条
中
「
処
分
」

の
下
に
「
又
は
そ
の
不
作
為
」
を
加
え
、「
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
よ
る
不
服
申

立
て
」
を
「
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
公
営
企
業
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
二
条

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）

の
施
行
の
日
が
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）後
と
な
る
場
合
に
は
、
第
四
十
五
条
の
う
ち

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
の
改
正
規
定
中
「
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

四
項
を
第
五
項
」
と
し
、
第
百
三
十
五
条
の
う
ち
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項

の
改
正
規
定
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
」
を
「
並
び
に
第
三
十
九
条

第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
と
、
同
法
附
則
第
五
項
の
改
正
規
定
中
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
五

項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
一
条

の
う
ち
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
及
び
第
三
十
九
条
第
一

項
」
を
「
並
び
に
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」

と
、
同
法
附
則
第
五
項
の
改
正
規
定
中
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
」を「
同

条
第
五
項
」
と
し
、
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
二
条
の
う
ち

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
の
改
正
規
定
中
「
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
」
と
、「
第
二
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
項
の
」
と
、「
３

企
業
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
４

企
業
職
員
」
と
す
る
。

（
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
三
条

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
が
施
行
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
八
十
九
条
の
う
ち
更
生

保
護
法
第
七
章
第
二
節
中
第
九
十
六
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
四
項
又
は

第
五
項
」
と
あ
る
の
は
、「
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
五
項
又
は
第
六
項
」
と
し
、
第
九
十
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

（
電
気
事
業
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
四
条

電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
が
施
行
日
前

で
あ
る
場
合
に
は
、
第
二
百
三
十
六
条
の
う
ち
電
気
事
業
法
第
百
九
条
の
二
の
改
正
規
定
中
「
第
百
九
条
の
二
」
と

あ
る
の
は
、「
第
百
九
条
」
と
す
る
。

（
経
過
措
置
の
原
則
）

第
五
条

行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
不
作
為
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
で
あ
っ
て
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
さ

れ
た
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
さ
れ
た
申
請
に
係
る
行
政
庁
の
不
作
為
に
係
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
附
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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